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第１章  貸付実行・払出・回収関係報告書の作成 

１．メニュー選択 

(1) タブメニューの選択 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 報告書の選択 

 

タブメニューの「報告書作成」を 

クリックします。 

作成したい報告書をクリック 

します。 
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２．貸付実行報告書 

(1) 操作の概要 

ア 報告書の作成 ………………………………………………………………………………説明画面 P５、６ 

イ エラーが表示された場合の操作 …………………………………………………………説明画面 P７ 

ウ 報告書の登録 ………………………………………………………………………………説明画面 P７、８ 

 

(2) 操作の詳細 

ア．報告書の作成 

 
 

・貸付決定済みの未実行案件が実行予定日（注）、融資番号順に全件表示されます。 

なお、報告対象案件が表示されない場合は、計数管理グループまでご連絡ください。 

（注）貸付決定時に公庫に報告された実行予定日で、画面上には表示されません。 

・チェックを入れた債権が公庫あて一括報告されます。（複数債権の一括報告可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページヘ続く） 

① 報告対象となる債権を 

スクロールして探します。 

② 報告の対象となる債権を 

選び、選択欄をクリックし

てチェックを入れます。 
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（前ページからの続き） 

 
 

・要入力項目欄（次の項目）は全て黄色表示されます。 

  ・選択  ・受託者勘定処理年月（自動表示） ・貸付実行日 

  ・資金交付額 ・利率（％） 

 

・受託者勘定処理年月について 

  報告年月日と貸付実行日より自動表示されます。 

  変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

  決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

 

・資金交付額について 

  資金交付申請機能は別メニューとなっています。 

  別途、資金交付依頼書（週間）のメニューから交付申請を行ってください。 

 

・利率（％）について 

  報告書作成画面では、利率欄は要入力項目（黄色表示）とされ、空欄表示されていますが、下記の 

 例外的なケースを除いて入力は省略してください。 

  入力を省略した場合は、日本公庫の利率適用のルールに従って貸付決定時点と貸付実行時点の 

 利率のいずれか低い方の利率が自動適用されます。 

  なお、自動適用された利率は、報告書登録画面（後記ウ）で確認できます。 

 

 

 

【利率を入力する例外的なケース】 

一部資金（平成１７年４月１日現在では、スーパーＬ資金のみ）については、地方公共団体の利子助成の 

関係で、ごく例外的に貸付決定時点と貸付実行時点の利率のうち、高いほうの利率を適用した方が、借入者が 

最終的に負担する利率が低くなるというケースが発生します。（貸付実行にあたって公庫支店にお問合せくだ 

さい） 

 このようなケースでは、該当の利率を入力します。 

 

 

 

③ 貸付実行日欄はＶをクリックし、

選択入力します。 

  受託者処理年月欄（自動表示）を

変更する場合はＶをクリックし、

選択入力します。 

⑤ 必要事項を入力後、「送信」

ボタンをクリックします。 

④ 貸付実行と同時に資金交付

する金額を入力します。 
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イ．エラーが表示された場合の操作 

ア．で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、

同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。 

 報告内容に問題がなければ、ウ．の報告書登録画面が表示されます。 

 
 

 

ウ．報告書の登録 

 
 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより作成画面に戻って再修正ができます。 

① エラー内容を確認し、修正します。 

② 修正入力後、「送信」ボタンをクリックします。 

① 報告内容を確認の上、問題なければ「登録」ボタンをクリックします。 
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登録完了画面が表示されます。 

 
 

 

・登録した報告書の内容は、タブメニューの「照会」の「報告書情報照会」で確認できます。 

・登録した報告書は、当日夜間に公庫のサーバーで一括処理します。この処理結果は 

 翌日以降に、タブメニューの「照会」の「報告書情報照会」で確認できます。 

 具体的な操作については、本ガイドの別冊「融資関係照会編」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「ＯＫ」ボタンをクリックすると、貸付

実行報告書作成画面に戻ります。 
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３．貸付受入金払出・充当報告書 

(1) 操作の概要 

ア 報告書の作成 ………………………………………………………………………………説明画面 P９、10 

イ エラーが表示された場合の操作 …………………………………………………………説明   P11 

ウ 報告書の登録 ………………………………………………………………………………説明画面 P11 

(2) 操作の詳細 

ア．報告書の作成 

 

・払出未了の債権が融資番号順に全件表示されます。 

・チェックを入れた債権が公庫あて一括報告されます。（複数債権の一括報告可能） 

（次ページヘ続く） 

② 報告の対象となる債権を選び、 

選択欄をクリックしてチェック 

を入れます。 

① 報告対象となる債権をスクロールして探

します。 
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（前ページからの続き） 

 

・要入力項目欄（次の項目）は全て黄色表示されます。 

・受託者勘定処理年月 （自動表示） ・払出元金充当日 

・資金払出額   ・元金充当額 ・繰償事由コード（元金充当の場合のみ） 

・受託者勘定処理年月は報告年月日と払出元金充当日より自動表示されます。 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

・以下の項目は、元金充当（期限固定方式）した場合のみ入力してください。 

      ・元金充当後の元金均等額 ・調整コード ・元金充当後の元金不均等額 

 

・元金充当（貸付受入金からの繰上償還）する場合の入力について 

   ・「繰償事由コード」欄の入力は日本公庫のコード表を参照してください。 

【期限固定方式の場合】 

   貸付受入金から元金充当する場合のうち、対象債権が元金均等償還、かつ期限固定償還（「繰償事由

コード」の上１桁は「１」または「５」）の場合は、「元金充当後の元金均等額」、「元金充当後の元金不均

等額」（発生しない場合は「0」と入力）の入力が必須です。 元金不均等額が発生する場合には、「調整

コード」の入力（「初回」 または 「最終回」を選択）も必須です。 

⑤ 必要項目を入力

後、「送信」ボタンを

クリックします。 

期限固定方式の場 

合は補足説明を参 

照してください。 

③ 払出元金充当日欄は、Ｖをクリックし、選択

入力します。 

  受託者処理年月欄（自動表示）を変更する場

合はＶをクリックし、選択入力します。 

  資金払出額、元金充当額欄は直接入力します。 

④ 貸付受入金より元金充当する場合 

には、繰償事由コードの入力が 

  必要です。 
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イ．エラーが表示された場合の操作 

ア．で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、 

同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。 

 報告内容に問題がなければ、ウ．の報告書登録画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

ウ．報告書の登録 

 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより作成画面に戻って再修正ができます。 

 

※ 以下、報告書の登録手順は本章 2の(2)のウ．と同じにつき同項を参照してください。 

① 入力内容を確認後、「登録」ボタンを 

  クリックします。 
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４．元利金受入・充当報告書 

(1) 操作の概要 

ア 払込期日の指定 ……………………………………………………………………………説明画面 P12 

イ 報告書の作成 ………………………………………………………………………………説明画面 P13 

 （ア）送金を伴う場合  

   ①一括報告 ………………………………………………………………………………説明画面 P13、14 

一括報告とは、送金情報（入金日、受託者勘定処理年月、送金日、送金日番号）が同一の案件が複数ある

時に、送金情報入力後「一括」ボタンをご利用いただくと、約定利息又は約定元金欄に請求内容が表示され

ている全案件の「選択」チェックボックスにチェックをし、送金情報に入力した内容を該当箇所に反映する機

能をいいます。 

②一括報告以外 …………………………………………………………………………説明画面 P15 

 （イ）送金を伴わない場合 …………………………………………………………………説明画面 P16、17 

ウ エラーが表示された場合の操作 …………………………………………………………説明   P18 

エ 報告書の登録 ………………………………………………………………………………説明画面 P18 

 

(2) 操作の詳細 

ア．払込期日の指定 

 
 

 

 

 

払込期日は営業日か否かにかかわらず、借用証書等により所定の払込期日を指定してください。 

 

 

 

 

 

① Ｖボタンをクリックし、払込期日を

選択入力します。 

② 「検索」ボタンをクリックすると、入力した払込期

日を持つ債権の「元利金受入・充当報告書」作成画

面が表示されます。 
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イ．報告書の作成 

公庫への送金を伴う場合と伴わない場合とでは、入力する内容が異なるので、それぞれ（（ア）送金を伴う場合、 

（イ）送金を伴わない場合）に説明を行います。 

 

（ア）送金を伴う場合 

①一括報告 

 

 
・受託者勘定処理年月について 

 報告年月日と入金日より自動表示されます。 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

③ 「送信」ボタンをクリックします。 

② 送金情報を入力後、「一括」

ボタンをクリックします。 

全項目を入力します。 

① 今回報告する債権の送金情報について、 

全項目を入力します。 

受託者処理年月欄（自動表示）を変更する場

合はＶをクリックし、選択入力します。 
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【「一括」ボタンをクリックした後の画面イメージ】 

 

・入力項目欄は全て黄色表示されています。 

・送金情報欄（入金日、受託者勘定処理年月（自動表示）、送金日、送金日番号）は全項目を入力してくださ

い。不備があった場合は、エラーメッセージが表示されます。 

・送金情報欄の送金日及び送金日番号は公庫への送金時に打電した情報と同じ内容を入力し、入金日に

は、借入者が入金した日を入力してください。 

・報告しない債権が含まれている場合は、選択欄のチェックを外してから送信してください。 

・100 件以上を送信する場合は、1 分以上時間がかかることがあります。 

・約定利息及び約定元金欄には、当該期日の請求内容が表示されていますので、一部入金の場合は金額

を変更してください。 

・控除利息が発生している場合には、システムが計算した控除利息が表示されています。（上記例は控除利

息なし） 

・代弁履行後の報告は、「代弁履行後の作成」欄にチェックを入れますが、それ以外については不要です。 

・差引払込額は「送信」ボタンをクリックすると自動計算され、報告書登録画面（後記エ．）で確認できます。 

「選択」欄のチェックボックスにチェックが入っています。 

送金情報欄（入金日、受託者勘定処理年月、送金日、送金日

番号）で指定した内容が、案件に反映されています。 
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②一括報告以外（選択欄に個別にチェックを入れた場合） 

 
 

・入力項目欄は全て黄色表示されています。 

・選択欄にチェックを入れた債権が全て報告されます。 

・約定利息及び約定元金欄には、当該期日の請求内容が表示されていますので、一部入金の場合は金額

を変更してください。 

・控除利息が発生している場合には、システムが計算した控除利息が表示されています。（上記例は控除利

息なし） 

・入金日には、借入者が入金した日を入力してください。 

・受託者勘定処理年月は報告年月日と入金日より自動表示されます。 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

・送金日及び送金日番号は公庫への送金時に打電した情報と同じ内容を入力してください。 

・差引払込額は「送信」ボタンをクリックすると自動計算され、報告書登録画面（後記エ．）で確認できます。 

② 入力が必要な

項目欄に入力

します。 

① 作成する債権を選び、選択欄をクリックしてチェックを

入れます。 

③ 必要項目を入力後、「送信」ボタンをクリックします。 

代弁履行後の報告はチェックを入れますが、 

それ以外については不要です。 
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（イ）送金を伴わない場合 

①仮受金から充当する場合 

 
 

 

・入金日欄には借入者が入金した日を入力してください。 

・受託者勘定処理年月は報告年月日より自動表示されます。 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

・送金日及び送金日番号は不要です。 

 

① 作成する債権を選び、選択欄をクリックしてチェックを

入れます。 

③ 必要項目を入力後、「送信」ボタンをクリックします。 

② 入力が必要な

項目欄に入力

します。 

入力不要（送金日・送金日番号） 

※誤って入力した場合は、空白にしてください。 
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②約定利息が、控除利息により全額控除され送金が０となる場合 

充当額が0の場合でも報告が必要です。 

 

・入金日欄には払込期日（払込期日が非営業日の場合は、翌営業日）を入力してください。 

・受託者勘定処理年月は報告年月日と入金日より自動表示されます。（仮受金から充当する場合は報告年

月日より自動表示） 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

・送金日及び送金日番号は入力不要です。 

・差引払込額は、「送信」ボタンをクリックすると自動計算され、報告書登録画面（後記エ．）で確認できます。 

 （事例では、据置期限内で、約定元金が０円、かつ控除利息＝約定利息なので、差引払込額は０円と 

なります。） 

充当額が 0 の場合は、仮受

金からの充当額欄に「０」

を入力してください。 

① 作成する債権を選び、選択欄をクリックしてチェックを

入れます。 

③ 必要項目を入力後、「送信」ボタンをクリックします。 

② 入金日と受託者勘定処理年月を選択入

力します。 

受託者処理年月欄（自動表示）を変更す

る場合はＶをクリックし、選択入力し

ます。 

控除利息と約定利息（請求

情報）が表示されます。 
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ウ．エラーが表示された場合の操作 

イ．で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、 

同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。 

 報告内容に問題がなければ、エ．の報告書登録画面が表示されます。 

 

エ．報告書の登録 

 
 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。 

 

※ 以下、報告書の登録手順は本章 2の(2)のウ．と同じにつき同項を参照してください。 

 

 

公庫支店間で移管を行う債権について、移管日を含めて３営業日前は報告書の入力せず、移管日以降に入

力してください。 

 

 

 

① 入力内容確認後、「登録」ボタンをクリックします。 
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５．繰上償還受入・充当報告書 

(1) 操作の概要 

ア 対象債権の指定 ……………………………………………………………………………説明画面 P19、20 

イ 報告書の作成 ………………………………………………………………………………説明画面 P21 

ウ エラーが表示された場合の操作 …………………………………………………………説明   P22 

エ 報告書の登録 ………………………………………………………………………………説明画面 P22 

(2) 操作の詳細 

ア．対象債権の指定 

繰上償還受入・充当報告の対象債権を指定するには、融資番号から直接検索する方法と顧客名から検索する方法

がありますので、画面上の説明に従って操作してください。 

（ア）融資番号からの検索 

 

（イ）顧客名からの検索 

 上記画面の顧客名欄に「○○」と名前の一部を入力して「検索」ボタンをクリックすると、名前に「○○」を 

含む顧客名及び住所が全件表示されます。 

 

報告する債権の融資番号を直接入力の 

うえ「作成」ボタンをクリックします。 

以下、（ウ）へ続く。 

顧客名から対象債権を特定する場合は、顧

客名を全角大文字で入力（一部分の入力で

も可）のうえ、「検索」ボタンをクリック

します。 

以下、（イ）へ続く。 

顧客名と住所から目的の顧客を特定し、

顧客名をクリックします。 
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目的の顧客と公庫債権が全件表示されます。 

 

 

 

（ウ）繰上償還受入・充当報告書作成画面の表示 

繰上償還対象の債権の報告書入力画面が表示されます。 

 

繰上償還対象の融資番号をクリックします。 
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イ．報告書の作成 

 

 

※１：定期償還債権の場合のみ入力が必要です。 

※２：一部繰上償還かつ元金均等償還かつ期限固定方式の場合には、繰上償還後の償還条件を特定するため、 

   繰上償還後の元金均等額（不均等額）及び調整ｺｰﾄﾞを入力してください。（事例画面） 

 

・受託者勘定処理年月は報告年月日と入金日より自動表示されます。（仮受金から充当する場合は報告年

月日より自動表示） 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

・仮受金から充当する場合には、送金日及び送金日番号の入力は不要です。 

・償還後第１回払込期日には、繰上償還後最初に到来する払込期日を入力します。 

・繰償事由ｺｰﾄﾞの入力は日本公庫のｺｰﾄﾞ表を参照してください。なお、繰上償還利息のみ報告される場合は

入力は不要です。 

② 「送信」ボタンをクリックします。 

 

※１ 

① 必要事項を入

力します。 

※２ 
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ウ．エラーが表示された場合の操作 

イ．で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、 

同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。 

 報告内容に問題がなければ、エ．の報告書登録画面が表示されます。 

 

エ．報告書の登録 

 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。 

 

※ 以下、報告書の登録手順は本章 2の(2)のウ．と同じにつき同項を参照してください。 

① 入力内容を確認後、「登録」ボタンをクリックします。 
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６－１．仮受金（一般口）受入報告書 

(1) 操作の概要 

ア 対象債権の指定 ……………………………………………………………………………説明画面 P23 

イ 報告書の作成 ………………………………………………………………………………説明画面 P24、25 

ウ 報告書の登録 ………………………………………………………………………………説明画面 P25 

 

(2) 操作の詳細 

ア．対象債権の指定 

仮受金（一般口）受入の対象債権を指定するには、融資番号から直接検索する方法と顧客名から検索する方法が

ありますので、画面上の説明に従って操作してください。 

顧客に複数の融資番号がある場合は、いずれかの融資番号を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告する債権の融資番号を直接入力の 

うえ「作成」ボタンをクリックします。 

顧客名から対象債権を特定する場合は、顧

客名を全角大文字で入力（一部分の入力で

も可）のうえ、「検索」ボタンをクリック

します。 
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イ．報告書の作成 

検索画面で入力した債権が表示されます。 

 

 

 

送金額は、「送信」ボタンをクリックした後の報告書登録画面で確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮受金（一般口）に資金を受け入れる場合。 
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（ア）仮受金（一般口）に資金を受け入れる場合の入力例 

 

・受託者勘定処理年月は報告年月日と入金日より自動表示されます。 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

 

ウ．報告書の登録 

 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。 

 

※ 以下、報告書の登録手順は本章 2の(2)のウ．と同じにつき同項を参照してください。 

① 入力内容を確認後、「登録」ボタンをクリックします。 
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６－２．留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書 

(1) 操作の概要 

ア 報告書の作成 ………………………………………………………………………………説明画面 P26、27 

イ エラーが表示された場合の操作 …………………………………………………………説明   P27 

ウ 報告書の登録 ………………………………………………………………………………説明画面 P28 

 

(2) 操作の詳細 

ア．報告書の作成 

（ア）留置期間利息を送金する場合の入力例 

 

 

・留置期間利息は「留置期間利息計算書」により計算してください。 

・受託者勘定処理年月は報告年月日と入金日より自動表示されます。 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

・「留置期間利息計算書」は、別途計数管理グループへ送付してください。 
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（イ）代位弁済金の遅延損害金を送金する場合の入力例 

 

 

・「代弁遅延損害金計算書」により計算してください。 

・受託者勘定処理年月は報告年月日と入金日より自動表示されます。 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

・「代弁遅延損害金計算書」は、別途計数管理グループへ送付してください。 

  

イ．エラーが表示された場合の操作 

ア．で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、 

同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。 

 報告内容に問題がなければ、ウ．の報告書登録画面が表示されます。 
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ウ．報告書の登録 

 

 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。 

 

※ 以下、報告書の登録手順は本章 2の(2)のウ．と同じにつき同項を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 入力内容を確認後、「登録」ボタンをクリックします。 
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７．立替金受入・充当報告書 

(1) 操作の概要 

ア 報告対象立替金の選択 ……………………………………………………………………説明画面 P29 

イ 報告書の作成 ………………………………………………………………………………説明画面 P30 

ウ エラーが表示された場合の操作 …………………………………………………………説明   P30 

エ 報告書の登録 ………………………………………………………………………………説明画面 P31 

 

(2) 操作の詳細 

ア．報告対象立替金の選択 

業務メニューを選択すると、取扱いのある立替金が全件表示されます。 

 
 

立替金受入・充当報告書作成画面が表示されます。 

 

① 報告対象の立替金を選び、選択欄のチェックを 

入れます。 

公庫の立替金情報に融資番号（年度～

枝番）が登録されていない場合は、一

番新しい貸付実行済債権の融資番号を

自動表示します。 
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イ．報告書の作成 

 
 

・受託者勘定処理年月は報告年月日と入金日より自動表示されます。（仮受金から充当する場合は報告年

月日） 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

送金額は、「送信」ボタンをクリックした後の報告書登録画面で確認できます。 

 

 

ウ．エラーが表示された場合の操作 

イ．で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、 

同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。 

 報告内容に問題がなければ、エ．の報告書登録画面が表示されます。 

 

② 「送信」ボタンをクリックします。 

① 必要事項を入力します。 
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エ．報告書の登録 

 
 

 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。 

 

※ 以下、報告書の登録手順は本章 2の(2)のウ．と同じにつき同項を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 入力内容確認後、「登録」ボタンをクリックします。 
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８．代位弁済金払込・充当報告書 

(1) 操作の概要 

ア 対象債権の指定 ……………………………………………………………………………説明画面 P32、33 

イ 報告書の作成 ………………………………………………………………………………説明画面 P34 

ウ エラーが表示された場合の操作 …………………………………………………………説明   P34 

エ 報告書の登録 ………………………………………………………………………………説明画面 P35 

(2) 操作の詳細 

ア．対象債権の指定 

代位弁済金払込・充当報告の対象債権を指定するには、融資番号から直接検索する方法と、顧客名から検索 

する方法がありますので、画面上の説明に従って操作してください。 

（ア）融資番号からの検索 

 

（ア）顧客名からの検索 

 上記画面の顧客名欄に「○○」と名前の一部を入力して「検索」ボタンをクリックすると、名前に「○○」を 

含む顧客名及び住所が全件表示されます。 

 

報告する債権の融資番号を直接入力の 

うえ「作成」ボタンをクリックします。 

以下、（イ）へ続く。 

顧客名から対象債権を特定する場合は、顧

客名を全角大文字で入力（一部分の入力で

も可）のうえ、「検索」ボタンをクリック

します。 

以下、（ア）へ続く。 

顧客名と住所から目的の顧客を特定し、

顧客名をクリックします。 
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目的の顧客と公庫債権が全件表示されます。 

 
 

 

 

 

（イ）代位弁済金払込・充当報告書作成画面の表示 

 報告対象債権の報告書入力画面が表示されます。 

 
 

 

 

 

対象の融資番号をクリックします。 
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イ．報告書の作成 

 
 

・受託者勘定処理年月は報告年月日と代弁金払込日より自動表示されます。（仮受金から充当する場合は

報告年月日） 

 変更可能期間であれば、自動表示された内容を報告年月日の年月に変更することができます。 

 決算期（４月及び 10 月）を除く通常期の第 1 営業日~第 10 営業日が変更可能期間です。 

代位弁済金の計算及び充当方法については受託金融機関事務取扱要領第 6 章を参照してください。 

 

 

ウ．エラーが表示された場合の操作 

イ．で送信された内容にエラーがあった場合は、その内容が画面のステータス欄に赤字で表示されますので、 

同じ画面で修正入力後、再度「送信」ボタンをクリックします。 

 報告内容に問題がなければ、エ．の報告書登録画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

① 必要事項を入力します。 

② 「送信」ボタンをクリックします。 
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エ．報告書の登録 

 
 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。 

 

※ 以下、報告書の登録手順は本章 2の(2)のウ．と同じにつき同項を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 入力内容を確認後、「登録」ボタンを 

クリックします。 
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第２章  貸付実行・払出・回収関係報告書の取消・修正 

パートナーネットでは、パートナーネットで報告した各種報告書の取消・修正が行えます。 

なお、紙の報告書により報告した内容は、パートナーネットで取消・修正が行えません。また、公庫支店間で

移管を行った債権について、移管前に報告した内容も取消・修正が行えません。 

１．取消・修正対象報告書の選択 

(1) 操作の概要 

ア タブメニューの選択 ………………………………………………………………………説明画面 P36 

イ 取消・修正対象報告書の検索 ……………………………………………………………説明画面 P37 

ウ 「貸付実行報告書」他一般的な報告書の選択（エの報告書以外） …………………説明画面 P37 

エ 「仮受金（一般口）受入報告書」「留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書」の 

選択 ………………………………………………………………………………………説明画面 P38 

オ 過去の報告書の選択方法 …………………………………………………………………説明画面 P39、40 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作の詳細 

ア．タブメニューの選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タブメニューの「報告書取消・修正」を 

クリックします。 
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イ．取消・修正対象報告書の検索 

 次の報告書検索画面が表示されます。取消・修正対象の報告書の種類によって検索方法が異なりますので 

画面上の説明に従って操作してください。

 
 

ウ．「貸付実行報告書」他一般的な報告書の選択（エの報告書以外） 

次のような検索結果が表示されるので、画面上の説明に従って対象の報告書を選択してください。 

 （該当債権の、パートナーネットで報告した各種報告書が表示されます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「仮受金（一般口）受入報告書」又は「留置期間 

利息・代弁遅延損害金受入充当報告書」を取消・ 

修正したい場合は、報告書種別を選択のうえ、「検

索」ボタンをクリックします。 

報告の取消・修正をしたい案件の融資番号を 

入力のうえ、「検索」ボタンをクリックします。 

① 対象報告書が一番上に表示されていることを 

確認のうえ、操作選択欄のラジオボタンで取消 

または修正を選択します。 

② 報告書番号をクリックします。 

２番目以降に表示されている報告書を取消・修正したい場合には、該当報告より上に表示 

されている全ての報告書を取り消したうえで処理します。 
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エ．「仮受金（一般口）受入報告書」「留置期間利息・代弁遅延損害金受入充当報告書」の選択  

次のような検索結果が表示されるので、画面上の説明に従って対象の報告書を選択してください。 

 

 
 

 

 

・パートナーネットで報告した各種報告書が一覧に表示されます。 

・画面上の一覧表の左下に表示されているページ番号をクリックすれば、続きを表示できます。 

・処理状況欄の「予約中」及び「処理完了」等の意味は、次の通り公庫のサーバーでの処理状況を 

 示します。（毎営業日夜間に一括処理します。） 

 

 

 

表 示              処 理 状 況 

処理完了        処理が完了した状態 

予約中         処理未了の状態（当日報告した報告書） 

エラー         サーバーの処理でエラーとなり、処理未了の状況 

入金待ち        当該報告書に対応する送金情報（パートナーネット以外からの情報） 

            待ちで、処理未了の状況 

条変          公庫支店の貸付条件変更登録の完了待ちで、処理未了の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 取消・修正対象報告書を、右側の操作選択欄の

ラジオボタンで選択します。 

② 報告書番号をクリックします。 
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オ．過去の報告書の選択方法 

 ２番目以降に表示されている報告書を取消、修正したい場合は、その報告書より上に表示されている報告書を 

全て取消したうえで、取消・修正作業を行ってください。 

 取消・修正対象報告書の報告後に、既に複数の報告書をパートナーネットにより報告している場合、当該報告

書を処理できるようになるまでに原則として複数日を要します（未処理の報告書の取消操作のみを連続して行う

場合は、同日中に処理することも可能です）。 

なお、取消した報告書は新規登録と同じ方法で再登録する必要がありますのでご注意ください。 

 ４番目に表示されている「貸付実行報告書」を取消・修正したい場合は、上から３つの報告書を全て取消し、 

対象報告書が一番上に表示された状態で取消・修正します。 

（ア）１番目の「元利金受入・充当報告書」の取消し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一番上の報告書を取消します。一番上の報告書の処理状況は予約中（処理済みでない）なので、取消処

理は即時実行され、次の報告書検索時には一覧に表示されません。 

 

（イ）２番目の「元利金受入・充当報告書」の取消し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一番上の報告書の処理状況は「処理完了」なので、取消処理は当日の夜間に処理され、結果確認は 

翌営業日となります。 

① 一番上の報告書を取消す。 

取消処理後、再度修正・取消対象案件の一覧を表示す

ると、1 番上に表示されていた「元利金受入・充当報告

書」が取消された結果、当初 2 番目に表示されていた

「元利金受入・充当報告書」が 1 番上に表示されます。 

参 考 事 例  

（取消・修正対象報告） 
 

② 一番上の報告書を取消す。 
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（ウ）3 番目の「貸付受入金払出・充当報告書」を取り消す。 

 
 

前日に、（イ）の取消し処理が完了せず、取消対象とした報告書が表示されたままの状態の場合は、 

報告書情報照会画面でエラー表示を確認できます 

 

 

（エ）4 番目（目的）の「貸付実行報告書」の修正・取消 

（ウ）の処理を行った翌営業日に、修正・取消対象報告書が一番上に表示された状態となりますので、当該 

報告書の修正・取消処理が行えます。 

 

 

（オ）参考 

上記の（ア）～（エ）の処理手順をイメージ化すると、以下の通りとなります。 

処理順

手順 報告書 処理状況 ３営業日目

9～17時 夜間 9～17時 夜間 9～17時

(ア) 元利金受入・充当報告書 予約中 △〇◎□

(イ) 元利金受入・充当報告書 処理済 　　　　△　〇 ◎ □

(ウ) 貸付受入金払出・充当報告書 処理済 　　△　〇 ◎ □

(エ) 貸付実行報告書 処理済 　　△　●

１営業日目 ２営業日目

 
 

            

※表中のマークの意味は次表のとおり

検索 取消予約 取消処理 取消確認 取消・修正

△ 〇 ◎ □ ●  

③ 一番上の報告書を取り消す。 

 

翌営業日に、修正・取消対象案件の一覧を表示す

ると、当初 3 番目に表示されていた「貸付受入金払

出・充当報告書」が 1 番上に表示されます。 

 

④ 目的の報告書を取り消す。 
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２．報告書の取消・修正 

第３章の１で選択した各報告書の取消・修正方法について説明します。 

(1) 報告書の取消 

ア．取消報告書の確認  

取消対象報告書が表示されますので、内容確認後、受託者勘定処理年月のみ入力のうえ、「送信」ボタンを 

クリックします。（事例は「貸付実行報告書」の取消） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 取消対象報告書を確認のうえ、受託者勘定処理年月を 

Ｖより選択入力します。 

     

② 「送信」ボタンをクリックします。 
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イ．報告書の登録 

 
 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登録した報告書の内容は、タブメニューの「照会」の「報告書情報照会」で確認できます。 

・登録した報告書は当日夜間の公庫のサーバーで一括処理します。この処理結果は翌日以降に、 

タブメニューの「照会」の「報告書情報照会」で確認できます。 

具体的な操作については、本ガイド P65 の「1-(7) 報告書情報照会」を参照してください。 

 

① 内容確認後、「登録」ボタンをクリックします。 
 

② 「ＯＫ」ボタンをクリックすると 

報告書検索画面に戻ります。 
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(2) 報告書の修正（処理状況が「処理完了」以外の場合） 

ア．修正内容の入力 

修正対象報告書が表示されます。（事例は「貸付実行報告書」の修正） 

修正可能な項目欄は背景が黄色で表示され、報告内容が修正入力できる状態となっています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「送信」ボタンをクリックします。 

① 報告内容を修正入力のうえ、受託者勘定処理年月を 

入力します。 
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イ．報告書の登録 

 
 

 

 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。 

 

 

※ 以下、報告書の登録手順は本章 2の(1)のイ．と同じにつき同項を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 修正内容を再確認のうえ、「登録」ボタンを 

クリックします。 
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(3) 報告書の修正（処理状況が「処理完了」の場合） 

ア．修正内容の入力 

処理済の報告書を修正する場合の画面は、処理済報告書の内容が上段に「更正 赤」として表示され、同様の 

内容が「更正 黒」として下段に表示されます。（事例は「貸付実行報告書」の修正） 

 修正内容は下段の更正黒の入力欄に入力することになります。 

 
 

受託者勘定処理年月は更正赤画面と更正黒画面の両方に入力してください。 

② 「送信」ボタンをクリックします。 

① 受託者勘定処理年月及び 

修正内容を入力します。 
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イ．報告書の登録 

 

①の確認において問題があれば、「戻る」ボタンにより入力画面に戻って再修正ができます。 

 

※ 以下、報告書の登録手順は本章 2の(1)のイ．と同じにつき同項を参照してください。 

３．報告書の取消・修正時の留意事項 

パートナーネットで報告書を取消・修正する場合の留意事項を説明します。 

・処理済報告書の修正の結果、送金額に余剰が出る場合 

→既に公庫で充当処理が完了している報告書について、報告書に記載した送金額と、実際の送金額が 

 合わなくなるような修正を行う場合には、事前に計数管理グループまでご相談ください。 

① 修正内容（更正黒）を再確認のうえ、「登録」

ボタンをクリックしてください。 


